
●補助金一覧表（廃止又は見直しするもの）

※　「白井市補助金のあり方の基本方針」に定める「補助金の交付基準に基づく検証」について、交付基準どおりになっていない場合、その理由又は今後の対応を記載しています。交付基準どおりになっている場合は、空欄になっています。
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補助対象の要件は明確で
あり、補助対象は偏って
いない

人件費や視察費など補助
事業に直接関係しない経
費を補助対象経費として
いない

団体の管理的経費に対す
る補助をしていない

補助額の算定基準が明確
である

補助額は、補助対象経費
の２分の１以内である

国・県の補助制度の場
合、上乗せ補助はしてい
ない

業務委託や市が実施すべ
き事業ではなく、補助に
よる事業の実施が適して
いる

補助団体から別の団体へ
再補助していない

団体の事務局は、団体自
らが行っている

団体に繰越金は発生して
いない

1
商工振興課 白井市国際規格等認証取得支

援事業補助金
廃止 市内企業では国際規格認証取得が一段落しており、所期の目的を達成した

ことから、平成３０年度末をもって廃止する。

2
建築宅地課 白井市アスベスト分析調査・

除去工事補助金
廃止 補助実績が少ないこと、また、分析調査の国庫補助が平成２９年度で、除

去工事の国庫補助が平成３２年度で終了となる見込みであることから、国
庫補助の終了に合わせ、本補助金を廃止する。

3

道路課 白井市私道舗装等助成金 廃止 舗装工事については費用
が多額になることから、
補助率を１００分の７５
にしているため。

平成１８年度以降、補助実績はないが、周知期間を要することから、状況
を判断した上で、平成３０年度末をもって廃止の方向で検討する。

4

生涯学習課 白井市子どもワンパク大会事
業補助金

廃止 市が主体となって設置し
た実行委員会が行う事業
に対する補助金であるた
め。

自主財源（参加費等）を
徴収していないので、事
業を行うための活動費を
補助金でまかなっている
ため。

実行委員会は市内で活動
している青少年育成団体
やスポーツ団体の代表で
組織されており、通年通
して行っている事業でも
ないため、生涯学習課が
事務局業務を担っている
状況である。

昭和５８年から継続して行ってきており、実施方法や内容等が固定化して
いることから、他の方法を検討するなど事業を根本的に見直すため、平成
２９年度末をもって一旦、廃止する。

5

市民安全課 白井市防犯組合補助金 見直し 当該事業を行うため、市
が設置した団体であるた
め。

防犯灯の管理方法と補助
金のあり方について見直
しを検討する。

防犯灯の管理方法につい
て検討する。

防犯灯の維持管理につい
ては、市の直接事業とし
て行うよう検討する。

防犯組合の組織は継続し、防犯施設の維持管理に係る補助金については、
次回の見直し（平成３４年度）までに、市が防犯灯を直接管理する方向で
検討する。

6

企画政策課 白井市友好都市交流事業補助
金

見直し 当該事業を行う団体が市
内には他になく、当該団
体のみが対象となってい
るため。

補助対象経費の約4分の
3が随行者の旅費・保険
料であり、随行者は現地
で訪問団を代表し、か
つ、現地での通訳や相手
市との調整を行う不可欠
な存在である。また、他
の経費も交流事業に必要
な経費であるため。

本事業は友好都市協定に
基づいた市同士の交流で
あり、その意義も含め本
来市が行うべき事業を国
際交流協会への補助事業
として行ってきた。補助
額も対象経費を全額補助
していたことから、今後
は委託事業に切り替え
る。

本来市が行うべき事業を補助事業としている状況であり、補助形態も実質
的に委託と変わらない状況であるため、平成３０年度当初予算から、委託
事業への切り替えを進める。
現在は派遣事業のみを民間主体の交流とし、受入については市直轄の事業
としているが、全国的な交流の民間主導化、民間のノウハウ導入、専門的
知識の活用（語学能力等）、職員の事務負担軽減といった観点から、受入
についても国際交流協会と協議し、可能な範囲で移行を進めていく。

7

市民活動支
援課

白井市市民自治組織活動補助
金

見直し 懇親目的の旅行などを補
助対象としている場合も
あるが、市民自治組織の
健全な育成には必要であ
るため。

補助金額が定額だが、自
治会の事業内容によって
補助対象経費が異なるた
め。

市民自治組織活動補助金の補助対象経費等、適正な補助金の支出につい
て、他自治体の動向を踏まえ、平成30年度中に見直しを実施する。

8

社会福祉課 白井市心身障害者福祉連絡協
議会補助金

見直し 補助対象は、要綱で限定
されているが、障害者団
体を総括しているのは、
当該団体のみであるた
め。

要綱に算定基準の記載が
ないので、算定基準につ
いて見直す。

要綱に補助対象経費の記
載がないので、補助対象
経費ついて見直す。

要綱に他団体への再補助
の規定がないので、再補
助について見直す。

市が主体となって設置し
た団体が行う事業である
ことから、社会福祉課が
事務局を担っているた
め。

本補助金の交付により、各団体の融和と親睦、心身障害者の福利厚生の増
進が図られているが、補助対象経費や補助額等が明確になっていないた
め、次回の見直し（平成３４年度）までに、補助金のあり方を検討する。

9

高齢者福祉
課

白井市高齢者クラブ補助金 見直し 団体の規模に応じた定額
の補助金を交付するもの
であって、補助対象経費
に対する補助という考え
をとっていないため。

団体の構成員が高齢者で
あることから、事務処理
等が困難であり、事務負
担を軽減するため。

事務は団体自ら行ってい
たが、平成２９年度から
は情報セキュリティの観
点から市が雇用する臨時
職員が事務局を担当して
いる。

単位高齢者クラブで繰越
金が発生しているため、
事業費補助にするなど見
直しを行う。

本補助金の交付により、高齢者の社会参加活動や生きがいづくり等に寄与
しているが、一部単位高齢者クラブの会計処理などに統一されていないと
ころがあることから、次回の見直し（平成３４年度）までに補助金交付要
綱を見直す。

10

農政課 白井市農業研究会活動支援事
業補助金

見直し 補助対象は、要綱で限定
されているが、農業研究
を総括しているのは、当
該団体のみであるため。

加盟する各農家組織が行
う研究事業に対し、再補
助を行っているが、補助
金のあり方を検討した上
で、見直す。

農政課が事務局となって
いるが、補助金のあり方
を検討した上で、見直
す。

本補助金の交付により、栽培研究、農薬低減に関する研究や視察研修を行
うことにより、農業振興に貢献しているが、別の団体に再補助などを行っ
ていることから、次回の見直し（平成３４年度）までに、補助金のあり方
を検討する。

11

商工振興課 白井市商工会補助金 見直し 補助対象は、要綱で限定
されているが、小規模事
業者に対する指導事業や
商工業の振興を総括して
いるのは、当該団体のみ
であるため。

商工会法によって非営利
での公益活動を義務付け
られた団体で、自主財源
のみでは事務所等の維持
が困難であるため。

団体としての繰越金は発
生しているが、補助対象
経費に対する繰越金は発
生していない。

当該補助金の補助対象に経営改善普及事業指導員の設置経費があり、県商
工会連合会の職員配置基準で現在増員が予定されて募集が行われている。
増員分人件費は県補助金ですべて賄われるわけではないので、商工会の持
ち出し分が増加することになるが、市の補助金においても、現状の限度額
と本来対象となるべき対象経費との差が年々開いており商工会の負担が増
えている。これに増員分の持ち出し負担が加わることになるので、十分な
事業の継続、また求められる創業支援の充実などの施策のためには、平成
30年度当初予算から限度額の引き上げ等見直しが必要と考えられる。

12

教育総務課 白井市教育資金利子補給金 見直し 要綱では、補助率は３分
の２であるが、県内市の
実施状況や経済状況か
ら、補助率の見直しの検
討が必要と考える。

本事業は、第5次総合計画の分野別事業に位置付けられており、唯一の教育
費の助成である。しかしながら、県内自治体で同様の補助を行っていると
ころが、成田市と市原市のみであるという状況や、金利がほぼ最低基準で
安定している状況であることから、補助金の交付基準に合わせて、平成３
０年度の申請分から利子補給率を3分の2の率から2分の1の率に引き下
げ、事業としては継続する。

13

学校教育課 白井市教育研究会事業補助金 見直し 補助対象は、教育研究会
に限定されているが、当
該団体は、全ての市立
小・中学校の教職員が加
入している組織であるた
め。

自主財源だけでは、事業
の継続が困難であるた
め。

白井市教育研究会は、市内小中学校の学力向上及び教職員の資質向上等の
ための事業、各種研修事業等を実施しており、白井市の教育の充実・発展
に資する事業を展開しているが、次回の見直し（平成３４年度）までに、
教育研究会のあり方について検討する。

課名 補助金の名称
検証
結果

補助金の交付基準に基づく検証

今後の方向性
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資料１



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

補助対象の要件は明確で
あり、補助対象は偏って
いない

人件費や視察費など補助
事業に直接関係しない経
費を補助対象経費として
いない

団体の管理的経費に対す
る補助をしていない

補助額の算定基準が明確
である

補助額は、補助対象経費
の２分の１以内である

国・県の補助制度の場
合、上乗せ補助はしてい
ない

業務委託や市が実施すべ
き事業ではなく、補助に
よる事業の実施が適して
いる

補助団体から別の団体へ
再補助していない

団体の事務局は、団体自
らが行っている

団体に繰越金は発生して
いない

課名 補助金の名称
検証
結果

補助金の交付基準に基づく検証

今後の方向性

14

学校教育課 白井市青少年海外派遣等事業
補助金

見直し 当該事業を行う団体が市
内には他になく、当該団
体のみが対象となってい
るため。

自主財源がなく、補助対
象経費すべてが補助され
なければ、事業の執行は
困難であるため。

国際交流については補助
対象の白井市教育研究会
のみでの実施では様々な
課題があることから、調
整をしながら教育セン
ター室と一緒に事業を進
めているため。

青少年海外派遣等事業は、これまで毎年度実施していたが、継続的かつ効
果的に事業を実施するため、平成３１年度から、派遣する年度と受入れる
年度を交互に行うことで、隔年実施に見直す予定である。

15

生涯学習課 白井市立春式事業交付金 見直し 市が主体となって設置し
た実行委員会が行う事業
に対する補助金であるた
め。

市が主体となって設置し
た実行委員会が行う事業
であり、自主財源がな
く、事業費全額を補助す
る必要があるため。

対象となる中学2年生の
人数に応じて、実行委員
会を経由し各中学校に補
助金を配分しているた
め。

市独自の事業であり、近隣、関係機関から高い評価を受けている歴史ある
事業であること、また、今後も多様化する生徒の個性、能力、適応性等に
配慮し、人間性豊かな生徒の健全育成を図る必要があることからも、事業
については一定の評価はできるものの、学校教育の延長線上にある事業で
あることから、学校の直接経費による事業実施の検討を含め、次回の見直
し（平成３４年度）までに、事務の効率化やより特色ある事業展開の検討
が必要である。

16

文化課 白井市文化団体協議会補助金 見直し 補助対象は、要綱で限定
されているが、文化団体
を総括しているのは、当
該団体のみであるため。

白井市文化団体協議会
は、設立から間もないこ
とから、自主財源の確保
も難しいため現状の補助
を継続するが、次の見直
し（平成３４年度）まで
に補助金のあり方及び補
助率を検討する。

白井市文化団体協議会
は、設立から間もないこ
とから、一部事務局機能
を文化課が支援している
が、次の見直し（平成３
４年度）までに支援のあ
り方を検討する。

補助金の交付が５月下旬
～6月上旬となるため、
年度当初の支出に繰越金
を充てているため。

白井市文化団体協議会は、市内で活動している文化団体が集まり、市民に
文化芸術で恩恵を与えることを目的に設立された団体である。本団体は、
これまで個々の協会・団体が積極的に実施してこなかった「市民への芸
術・文化の普及・啓蒙」、「市民文化振興のための各種事業の実施、奨励
及び後援」、「公共的文化事業に対する協力・実施」を主な活動としてい
る。したがって、活動の公益性は高く、本団体への支援を通して行ってい
る文化を支える人材の育成は、今後も補助事業として支援をしていく必要
がある。
本団体は設立後３年余りであり、現在、自立・安定した運営を行うための
検討を行っているところである。そこで今後、団体と協議を行い、次回の
見直し（平成３４年度）までに本補助金のあり方について検討を進める。

17

生涯学習課 白井市スポーツ少年団補助金 見直し 補助要綱において補助対
象が限定されているが、
市内に当該事業を行う団
体は他にないため。

自主財源があるため、２
分の１以内になるよう検
討する。

各専門部が主催している
低・高学年大会の報償費
（トロフィー代等）のた
めの専門部補助金とし
て、再補助を行っている
ため。

役員が現役世代のため事
務作業を行う時間的余裕
がないことから、生涯学
習課で行っているため。

これまでは、年度当初に
補助金交付が間に合わな
いため、次年度に使うト
ロフィー代等を繰り越し
てきたが、今後は、現年
度の補助金で購入するな
ど繰越しとならないよう
見直す。

青少年のスポーツ振興、健全育成に寄与しているが、自主財源があること
から、平成３０年度から補助金額を補助対象経費の２分の１に見直す。

18

生涯学習課 白井市体育協会補助金 見直し 補助要綱において補助対
象が限定されているが、
市内に当該事業を行う団
体は他にないため。

補助額の考え方について
検討した上で、見直す。

補助金の再補助について
検討する。

県や郡との連絡調整が多
いこと、また市民大会・
印旛郡市民大会などは共
催していることから、生
涯学習課が事務局機能を
担っているため。

これまでは、年度当初に
補助金交付が間に合わな
いため、次年度当初の開
会式の経費等を繰り越し
てきたが、今後は、現年
度の補助金で購入するな
ど繰越しとならないよう
検討する。

体育協会が行う事業や各種大会は、市がスポーツの振興や健康増進のため
実施すべきものだが、各競技の運営には専門性があり体育協会が運営する
ことが、効果的な方法であるが、次回の見直し（平成３４年度）までに、
体育協会補助金のあり方を検討する。

19

生涯学習課 白井梨マラソン大会実行委員
会事業補助金

見直し 市が主体となって設置し
た実行委員会が行う事業
に対する補助金であるた
め。

自主財源があるため、補
助対象経費の２分の１と
なるよう検討する。

市主体の大会であること
から、生涯学習課が事務
局を担っているため。

市民と全国スポーツ愛好者との交流と親睦を図るとともに「しろいの梨」
を広くＰＲし、知名度の向上が図られていることから、現行どおり継続す
る。ただし、平成３１年度以降に補助額を補助対象経費の２分の１となる
よう検討する。
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